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港区立公園条例及び港区立児童遊園条例の一部を改正する条例について

１ 改正内容

（ １） 港区立公園条例の別表第一中、高浜公園の項を削除します。

（ ２） 港区立児童遊園条例の別表中、車町児童遊園の項を削除します。

２ 改正理由

品川駅北周辺地区土地区画整理事業の施行に伴い、高浜公園及び車町児童遊園

を廃止するものです。

３ 施行期日

（ １） 高浜公園の廃止については、区規則で定める日から施行します。

（ 令和元年１２月１日予定）

（ ２） 車町児童遊園の廃止については、区規則で定める日から施行します。

（ 令和元年１２月２７日予定）
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品川駅北周辺地区土地区画整理事業に伴う高浜公園の廃止について

品川駅北周辺地区土地区画整理事業区域内の区有地の現状

高浜公園（ 1695. 83㎡）

① 土地区画整理事業の施行に伴い、高浜公園を

廃止

（ 道路及びカナルサイド高浜用地を整備）

② 公園（ 街区公園2号、街区公園3号） を整備

土地区画整理事業による公園の整備位置（ 予定）

カナルサイド高浜

カナルサイド高浜用地

（ 約1819㎡）

（ 約815㎡）

街区公園２号、３号

４



品川駅北周辺地区土地区画整理事業に伴う車町児童遊園の廃止について

品川駅北周辺地区土地区画整理事業区域内の区有地の現状

シティハイツ車町

① 土地区画整理事業の施行に伴い、車町

児童遊園を廃止

② 土地区画整理事業区域内に公園（ 街区公

園１号） を整備

街区公園１号

土地区画整理事業による公園の整備位置（ 予定）

車町児童遊園（ 447. 33㎡）

高輪二丁目

災害対策住宅

（ 約2000㎡）

５



１　公園と児童遊園の違いについて

名　　称 法　令　等 目　　的 公園の配置及び規模の基準

２　公園、児童遊園における禁止行為

公　　園

＜備考＞
　ただし、第１号、第４号、第５号及び第７号については、あらかじめ区長の許可を受
けた場合は、この限りでない。

児童遊園

＜備考＞
※児童遊園では、港区立児童遊園条例の他、港区公有財産管理規則も併用し、運用
している。公有財産管理規則では、許可できる項目が列挙されており、その中では、
業としての写真撮影などは、認められていない。

６

法的根拠はなく、港区立児童遊園条
例により設置

港区立児童遊園条例
（目的）
第一条　児童に健全な遊び場を与え、そ
の健康を増進し、情操を豊かにすることを
目的とする。

※設置目的を踏まえ柔軟に整備できるよう規模等の基準を設けていない。

港区立公園条例
（行為の制限）第五条
１　公園の原状変更・用途外使用
２　植物の採集・損傷
３　鳥獣魚貝類の捕獲・殺傷
４　広告宣伝
５　指定場所以外への車等の乗り入れ、駐車
６　立入禁止区域への立ち入り
７　物品販売、業としての写真撮影、その他の営業行為
８　土地・物件の損壊
９　ゴミその他の汚物を捨てること
１０　前各号の他、公園の管理上支障がある行為

港区立児童遊園条例
（行為の禁止）第四条
１　植物の採集・損傷
２　鳥獣魚貝類の捕獲・殺傷
３　広告宣伝
４　指定場所以外への車の乗り入れ、駐車
５　ゴミその他の汚物を捨てること
６　その他児童に悪影響を及ぼし、または児童遊園の管理上支障がある行為

３　東京都の児童遊園に関するホームページについて
　東京都福祉保健局のホームページには、桑田記念児童遊園、白金児童遊園、三田松坂児童遊園の３園が掲載されている。この３園は、東京都福祉保健局所管の「標準的児童遊
園設置運営要綱」に基づき児童厚生施設（児童遊園）として区が都から補助を受け改修していることから都がホームページで紹介をしている。

公園と児童遊園の違いについて

公　　園

都市公園法に基づき港区立公園条例
により設置
（区立公園とは、都市公園法第二条
第１項の規定に基づき区が設置する
公園をいう。）

港区立公園条例
(目的)
第一条　区立公園の設置および管理等に
ついて必要な事項を定め、区立公園の健
全な発達と利用の適正化を図り、公共の
福祉の増進と生活文化の向上に寄与す
ることを目的とする。

港区立公園条例
(公園の配置及び規模の基準)
第二条の四　公園を設置する場合においては、それぞれの公園の特質に応じた区内
における分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止及び都市の良好な景観
の形成に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその規模を定めるものと
する。
（街区公園） 敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とし、原則として0.05ヘクタール以上1
ヘクタール未満とする。
（近隣公園） 敷地面積は、2ヘクタールを標準とし、原則として1ヘクタール以上とす
る。
（休息、鑑賞、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園） その利用
目的に応じて公園としての機能を十分発揮できるようにその敷地面積を定める。

児童遊園



●本地区の位置・地区の概況

品川駅北周辺地区は、国道１５号線の東側に
位置し、ＪＲ車両基地跡を中心とするエリアです。
「品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン
2014」において、優先整備地区の一つに位置付
けられ、山手線・京浜東北線の新駅整備やＪＲ車
両基地跡の大規模な土地利用転換が図られよ
うとしています。
2020年（令和２年）の新駅暫定開業、2027年
（令和９年）のリニア中央新幹線の東京名古屋
間開業など、長期的かつ段階的に整備が進め
られることから、平成２８年に土地区画整理事業
の都市計画を定め、道路や公園などの都市基
盤を先行整備しています。
今後、都市基盤の整備にあわせ、ＪＲ車両基地
跡の開発や、泉岳寺駅前（国道１５号沿道）の既
成市街地において、まちづくりが進められていき
ます。

品川駅北周辺地区土地区画整理事業について

独立行政法人都市再生機構のパンフレットに加筆修正国家戦略特別区域会議東京圏国家戦略特別区域会議第６回東京都都市再生分科会資料に加筆修正

出典：品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン2014
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